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半世紀にわたる市民自治の取り組みを、
未来にわたって続けていくためのルール（条例）が、武蔵野市自治基本条例です。

市民自治を推進するための基本原則は「情報共有」「市民参加」「協働」、
そして「計画に基づく市政運営」です。今回は「協働」にスポットを当てて紹介します。

私たちが決める 私たちのまちづくり

私たちが使うルール
～武蔵野市自治基本条例～

第１弾は季刊むさ
しの冬号に掲載第２弾

市が目指す多文化共生とは
武蔵野市は今年３月、新たに「武蔵野市多文化共生推進プラン」を策定しました。

このプランは、国が目指す多文化共生の地域づくりの考え方に基づき、

市やMIAなどによる多文化共生の取り組みをまとめ、今後の市としての

考え方や方向性を示したものです。プランに基づく施策を通して、

これまでに築かれた市民の相互理解を大切にしながら

日本人も外国人も安心して暮らせるまちを目指します。

多文化共生の地域づくりには、市民の相
互理解がとても重要です。これまで30
年以上にわたり、MIAは市民主体でそ
の役割を担ってきました。プランの策定
を機に、まずは多文化共生にあまり関心
のない方にも多文化共生を知っていただ
くきっかけをつくり、MIA の活動のよ
うな支え合いの輪が広がっていくことが
大切だと考えています。

MIAでは、外国人と日本人の区別なく、
一緒に地域を良くしようという思いを原
動力に、たくさんの外国人会員を含めた
ボランティアが主体的に活動をつくり上
げています。MIAは地域のみなさんの
「出会いの場」です。イベントやボラン
ティアへの参加を通じて、さまざまな文
化の人と出会い、交流を楽しんでいただ
きたいですね。
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１ 誰もが暮らしやすい地域共生社会の形成

２ 生活を支えるコミュニケーション支援と情報発信の強化

３ 誰もが安心して地域生活を送るための環境整備

武蔵野市多文
化共生推進プ
ランの詳細は
こちら

基本目標

多様性を認め、お互いに支え合う
誰もがいきいきと暮らし、誇りを持てるまちへ

基本的な考え方どのような「協働」の取り組みが行われているの？

「未来へチャンネル ～自治基本条例～」の動画を公開中です！

「Gメン634（ムサシ）捜査開始！」。Gメン634 が条例を調査し、解説
しています。「協働」をテーマとした第２弾もぜひご覧ください。

自治基本条例ではここがポイント！

多様な主体が、 それぞれの自主性や主体性を尊重すること１ 対等な立場にあること２

「協働」には、①公共的な課題の解決のために市役所と
市民などが連携して取り組む協働と、②さまざまな市
民・団体同士がともに市民生活を支えるために自主的・
主体的に取り組む協働があります。
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● 地域の防災力向上のための防災訓練

● ごみ減量・環境問題に取り組む事業者をEcoパートナーとして表彰

● 市民ワークショップにより計画・政策に市民意見を反映

●  青少年問題協議会地区委員会による地域運動会、どんど焼きなど

●   地域事業者の連携による商品開発につながる CO+LAB MUSASHINO

●  自主防犯団体による地域の見守りや防犯活動
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※自治基本条例シンポジウムパネリストの発言から抜粋・編集して紹介しています。
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「�市政への関心が高まったこと、�
同じように考えている人と�
出会えたこと、そして新たに�
チャレンジしようという�
気持ちになれました」

「�地域での活動は、本当に楽しいです。�
仕事や学校で会うことがなかった人たち、�
あらゆる世代の人と一緒にできるのは�
自分自身にもプラスになります」




